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◎獣医師には、獣医師法第22条に基づく２年ごとの届出が義務付けられています。

◎届出様式に必要事項を記入の上、お住まいの都道府県に提出してください。

☆届出期間 : 令和５年１月１日から１月３１日まで

☆届け出先は、勤務地ではなく居住する都道府県ですのでご注意ください！

◎届出様式や記載方法は、以下に掲載しています。

☆千葉県ＨＰ「獣医師法第22条の届出」
（ホーム＞しごと・産業・観光＞農林水産業＞農業・畜産業＞畜産＞
獣医師法第22条の届出）

https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/tetsuzuki/700/zyuishi22zyou.html
☝上記のアドレスから様式がダウンロードできます。

☆農林水産省ＨＰ「獣医師免許をお持ちの皆様へ（獣医師法第22条の届出）」
今年度から農林水産省共通申請サービス（eMAFF）によるオンラインでの届け
出も開始されました。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html

★獣医療への従事の有無にかかわらず、すべての獣医師が対象です★

～獣医師免許をお持ちのみなさまへ～
令和４年12月31日現在の状況を、お住まいの都道府県に

届け出てください！

【千葉県にお住いの方の提出先】
〒２６０－８６６７
千葉市中央区市場町１－１（千葉県庁本庁舎１８階）
千葉県農林水産部畜産課 家畜衛生対策室 獣医事担当宛て
問い合わせ先：TEL043-223-2938

※窓口へ直接提出いただくか、郵送にて２部（A4両面印刷）届け出てください。
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